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Ⅲ 不祥事発生とその影響 

１ 不祥事発生の要因 

○ 教職員が児童生徒の健やかな成長のために全力で職務に当たる中、ごく一部の教職員

の違法行為や全体の奉仕者としてふさわしくない非行等（以下「非違行為」という。）に

よって、本県の公立学校教職員全体の信頼が失われていくことは、非常に残念なことで

す。 

○ 過去の不祥事から要因等を分析すると、主に以下の３つの要因にまとめられます。非

違行為をした教職員個人の資質に加え、職務の特性や職場環境、個人を取り巻く環境な

ど、複数の要因が重なって発生している事案も多く見られます。 

【要因１】個人の資質 

  ・ 責任感・使命感の欠如 

  ・ 規範意識の欠如、服務への理解不足 

  ・ 想像力の欠如 

・ 児童生徒等との距離感の喪失 

  （恋愛感情を抱くなど） 

  ・ 個人的な嗜好・性格 

  ・ ストレスへの対応、耐性   

など 

【要因２】職務の特性・職場環境 

  ・ 児童生徒に対する優位性 

  ・ 服務に関する指導･研修等の不足 

  ・ 不祥事を未然防止する校内システムの 

欠如･不備 

  ・ 職場におけるコミュニケーション不足 

  など 

【要因３】学校外の個人を取り巻く環境 

  ・ 経済的な問題 

・ 家庭不和 

・ 対人関係 

・ 機器や設備等の環境 

 など 

○ 要因として、個人の資質に負う部分は大きいですが、教職員個々の状況は様々であり、

それによる対処等も変わってきます。次に紹介する岡山県教育委員会作成の資料は、不

祥事に係る教職員の意識等を類型化し、発生メカニズムや対処法までが分かりやすく分

析・整理されています。自己理解や研修の計画、発生時の対応等の参考にしてください。 
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岡山県教育委員会 資料 

※ 岡山県教育委員会にご提供いただきました。 
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２ 不祥事が及ぼす影響 

○ 不祥事が発生すると、次のように様々な悪影響が生じます。 

被害者、被害児童生

徒への影響 

・ 教職員の非違行為により、心身に大きな傷を負うことに

なった。 

・ 信頼する大人からの行為に深く傷つき、事故後も長い期

間、悩まされることになった。 

・ 心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を発症する事態と

なった。 

・ 長期間の治療等が必要となり、身体的・精神的に負担を

負うこととなり、生活面、学業面、就業面において支障を

来たした。                  など  

児童生徒への影響 ・ 指導を受けていた教職員が非違行為を行ったことに、心

を傷つけられた。 

・ テレビや新聞等で学校名が報道され、ショックを受けた。 

・ インターネットやソーシャルメディアなどに学校名や誹

謗中傷が書き込まれ、意欲が減退した。 

・ 学級担任や教科指導担当、部活動顧問などが交代し、不

安が高まった。                など 

保護者、地域への影

響 

・ 校内でさらに非違行為が発生しないか、保護者・地域の

間で不安が広まった。 

・ 学校の活動に協力してきたが、教職員や学校が信用でき

なくなり、協力への意欲が下がった。 

・ 地域の学校として、不名誉な情報が伝わり心外である。 

 など  

教職員への影響 ・ 再発防止に係る教職員への負担が増加した。 

・ 非違行為を行った教職員が不在となり、業務の負担が増

した。 

・ 児童生徒や保護者、地域からの信頼が低下し、児童生徒

への指導が難しくなった。 

・ 教職員全体のモチベーションが低下した。   など 

学校運営・教育委員

会への影響 

・ 事案の調査、被害児童生徒への対応やケア、全校児童生

徒への説明やケア、保護者説明、報道機関への対応など、

本来の業務に優先した過重な対応を行うことになった。 

・ 住民や保護者からの批判や苦情、問い合わせの電話、手

紙等が多数寄せられ、対応に追われた。 

・ 学校運営について、保護者や地域住民の理解と協力が得

られにくくなり、教育活動に支障を来たした。 

・ 信頼を回復するために、相当な時間と労力を要した。 
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・ 学校内の雰囲気が悪くなり、児童生徒への指導が行いに

くくなった。                 など 

島根の教育への影響 ・ 島根県の学校教育全体に対する県民の不信感が高まっ

た。                     など 

非違行為を行った教

職員への影響 

・ 懲戒処分を受け、学校名や氏名等が公表され、社会的な

制裁を受けることになった。 

・ 懲戒免職となり、教育職員としての身分を失い、また、

教員免許状も効力を失った。 

・ 昇給や給与面で減額となった。 

・ 懲戒処分だけでなく、民事処分や刑事処分を受けた。 

   など  

 

３ 懲戒処分 

 ⑴ 懲戒処分とは 

○ 教職員の行政処分として、懲戒処分があります。 

懲戒処分は、公務員の秩序を維持するために職員の義務違反に対する制裁として行

われる処分です。教職員が非違行為を行った場合、懲戒処分の対象となります。 

○ 懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告があります。 

処分は、辞令をもって行われ、個人の勤務記録（履歴）に記録が残ります。処分を受

ける者にとっては、身分や給与面において大きな不利益を被ることとなり、場合によっ

ては、その人の人生を変えてしまうこともあります。 

なお、懲戒処分に至らない非違行為に対して、服務監督教育委員会が文書訓告や口頭

訓告等の指導を行うこともあります。 

○ 島根県教育委員会では、非違行為を行った場合の標準的な懲戒処分の基準と公表の

基準について、「教職員の懲戒処分及び公表の指針」（以下「指針」という。別紙参照。）

を定め公表しています。どのような行為が非違行為に当たるのか、具体の処分はどうな

るのかなど、指針の内容を肝に銘じておきましょう。 

○ 教職員が非違行為等を起こした場合、学校等は、当該教職員等から聞き取りを行うな

ど詳細に事実確認を行った上で、速やかに事故報告書を作成し、島根県教育委員会に提

出します。島根県教育委員会は、任命権者として、当該教職員や校長など管理監督者な

どから事情聴取を行います。教育委員会会議において、事故報告書や事情聴取等により

確認できた内容をもとに、指針に照らして処分量定が決定され、処分が執行されます。 

○ 懲戒処分を行った場合には、指針に基づいて公表することになっています。処分によ

っては、氏名や学校名等が公表されます。 

○ 懲戒処分のほか、刑事責任を問う刑事処分や民事責任を問う民事処分の対象となる
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場合もあり、教職員は社会的に見ても重い責任を負っています。 

⑵ 懲戒処分の影響 

 ① 処分の概要 

 処分の内容 処分による影響 公表内容（原則） 

免職 
職員の身分を

失う 

・処分後の給与は一切支給されない 

・退職手当は原則支給されない 

・共済年金の給付制限 

・教育職員免許状が失効する 

全てを公表（学校名、

氏名、職名、年齢、

性別、処分理由等） 

停職 

処 分 期 間 中

は、職務に従

事させず、い

かなる給与も

支給されない 

・処分期間中、給与は支給されない 

・昇給が抑制される 

・期末勤勉手当が減額又は不支給とな

る 

・退職手当は勤続期間から停職期間の

１／２が除算され、計算される 

・共済年金の給付制限 

飲酒運転を行った場

合の停職は、上記免

職と同じ。 

校種、地域、職名、

年齢、性別、処分の

量定及び理由 

減給 

期間中は、給

料（教職調整

額を含む）の

月額の１／10

以下に相当す

る額を給与か

ら減額する 

・処分期間中、給料の減額。 

・勤勉手当が抑制される 

・昇給が抑制される 

戒告 

職員の服務義

務違反の責任

を確認し、そ

の将来を戒め

る 

・勤勉手当が抑制される 

・昇給が抑制される 

② 不祥事を起こした教職員、監督する校長の話から 

○ 以下は、過去の懲戒処分事案において、島根県教育委員会の事情聴取の際に不祥事

を起こした教職員や、同職員を監督する校長が語った内容の抜粋です。（複数の事案

から抽出、一部加工） 

○ 語られた内容からは、不祥事が及ぼす当該教職員や学校、児童生徒、保護者、地域

への影響の大きさを思い知らされます。また、これらの言葉には、不祥事を防止する

ヒントが隠されています。 
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不祥事を起こした教職員の話から 

・「校内研修はあったが、内容については覚えていません。」 

・「不祥事があると校長から処分のプリントが配られて話はありましたが、自分に

は関係ないと思っていました。」 

・「不祥事防止の研修はありましたが、いつも同じ話ばかりで退屈でした。」 

・「なぜ、行為をしたのか自分でも分かりません。ストレスがあったのかもしれま

せん。」 

・「これぐらいなら、不祥事にはならないと思っていました。」 

・「大変なことをしてしまいました。傷つけた相手や児童生徒にも大変申し訳なく

思っています。一生、自分の起こした行為の重さを背負っていきます。」 

・「（性暴力等の事案）相手が自分に好意を抱いていると思っていました。」 

・「（性暴力等の事案）私がその子を助けて、支えてあげなければと思っていまし

た。」 

・「これ位なら大丈夫だろうと、以前起こした軽い違反については、指導が怖くて

管理職に報告しませんでした。その結果、このような事故を起こしてしまいまし

た。」 

 

不祥事を起こした教職員を監督する校長の話から 

・「すごく信頼していた教職員だったので、まさかこんなことを起こすなんて信じ

られない気持ちです。」 

・「以前一度だけその教員のことで気になったことがありました。あの時に注意し

ておけば、このようなことにはならなかったと悔やんでいます。」 

・「他の教職員から、不祥事が発生する前に、当該職員の気になる行動について報

告を受けていました。その後すぐに対応していれば、このような事態にはならな

かったかもしれません。」 

・「なかなか時間がなくて服務に関した研修は、十分にできていない状況でした。」 

・「事故発生後、様々な対応があり、本当にしんどかったです。子どもたちはもち

ろん、本人、本人の家族、警察、教育委員会、保護者、地域住民、報道関係者、

本校の教職員と対応は多岐にわたり、非常に神経を使いました。」 

・「関係する子どもたちの動揺は大きく、緊急派遣のスクールカウンセラーに支援

をしてもらっています。ですが、なかなか元のようにはいきません。」 
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・「発覚後、他の教職員はショックを受けており、業務の負担も増えて疲弊する職

員も見られます。勤務への意欲も全体的に低下しています。」 

・「事件報道後、今までは言ってこられなかったクレームを保護者や地域の方が言

ってくるようになりました。厳しい目が向けられていると感じています。」 

・「一人の非違行為によって、保護者、地域の目が変わりました。一人の行為によ

って、他の教職員もそういう行動をするのではという見方をされ、つらいです。 

信用を取り戻すには、並大抵の努力ではできません。」 

③ 懲戒処分を受けた場合の経済的損失 

○ 以下は、令和６年 10 月１日に処分を受けたと仮定し、その者が 60 歳となる年度

まで勤務した時、60 歳で退職するまでの給与等の処分時年齢別の損失額です。（令和

６年 10 月現在） 

【25 歳・教諭の場合】 

 令和６年 10 月時点で給料表が高等学校等教育職２級 15 号給である 25 歳教諭の場合 

・ 戒 告       約 200 万円 

・ 減給１/10 ３月  約 211 万円 

・ 停職６月      約 466 万円 

・ 免 職       約 ２億 5000 万円 

【40 歳・教諭の場合】 

 令和６年 10 月時点で給料表が高等学校等教育職２級 79 号給である 40 歳教諭の場合 

・ 戒 告       約  73 万円 

・ 減給１/10 ３月  約  88 万円 

・ 停職６月      約 455 万円 

・ 免 職       約 １億 7000 万円 

【50 歳・教諭の場合】 

 令和６年 10 月時点で給料表が高等学校等教育職２級 119 号給である 50 歳教諭の場合 

・ 戒 告       約  21 万円 

・ 減給１/10 ３月  約  39 万円 

・ 停職６月      約 453 万円 

・ 免 職       約 １億円 

○ 上記試算上、反映しているのは、給料、期末手当、勤勉手当、教職調整額及び退職

手当です。免職及び停職の場合には、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当など諸手当

の支給の状況に応じ、損失額がさらに多くなります。また、免職及び停職の場合には、

受け取る年金にも損失額が生じます。 


